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【日時・内容】３月12日㈯
❖14時〜14時40分…
　　文化の仕掛人４人の活動報告
❖14時40分〜16時30分…
　　文化の仕掛け人とパネリスト　
　のパネルディスカッション

【場所】赤れんが４号棟

【文化の仕掛人】
　川端弥沙子（平成25・26年度、綾部市）
　丸山桂（平成25・26年度、京丹後市）
　下野文歌（平成27年度、舞鶴市）
　坂本悠一（平成27年度、京丹後市）

【日時】	 ３月12日㈯・13日㈰
	 ９時〜17時

【場所】	 総合文化会館		展示室

▶詳しくは、総合文化会館（☎
64・0880）へ。

【申し込み方法】
	 電話かはがき（〒602-8570　京都
府文化芸術振興課育成・継承担当）か
ファクス、電子メール（k-yokota94@
pref.kyoto.lg.jp）で京都府文化芸術
振興課へ。

▶詳しくは、京都府文化芸術振興課（☎
075・414・4222、ＦＡＸ075・414・4223）か
舞鶴市文化振興課（☎66・1019）へ。

京都府では、平成25年度より「文化の仕掛人事業」を実施しています。
そんな「文化の仕掛け人」の活動や取り組みについて、

4人の府北部における文化の仕掛人がそれぞれ取り組んだことや
今後のプロジェクトなどをお話しします。
そして、百戦錬磨のパネリストが登場し、

全国的な取り組み事例の紹介を交え、
今いちばんホットで、ここでしか聞けない話をしていただきます。

「地域で何かしてみたい」そんな思いが「カタチ」になるヒントがいっぱいです。

　「MAIZURU smART school 」とは、アートやデザインの視点から、身近なも
のや暮らしの中を見つめ直し、自分が「ビビビ」っとくる瞬間や「ワクワク」する

「もの・場所・ひと」を見つけようというスクールです。
　テーマは「LOOK&WATCH」。現代美術家の椿昇さんなどをゲストに迎え、中
高生を対象に２月に開催された3回のワークショップで製作した作品や記録
を展示します。

【パネリスト】
藤浩志さん
（美術家、十和田市現代美術館館長、秋田公立美術
大学教授）
佐東憲一さん
（NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・
ネットワーク代表）

鷲田めるろさん
（金沢21世紀美術館キュレーター（※））

▪交流会も実施
同日17時〜20時、赤煉瓦カフェ・JAZZ。
料金は１人3,500円(食事・ドリンク
代）。

▲鷲田めるろさん▲佐東憲一さん▲藤浩志さん

《目的》
❖文化の振興に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民

　及び事業者の役割を明らかにする

❖文化の振興に関する市の基本的施策を定めることにより、

　文化の振興を総合的に推進する

《文化の振興に関する基本的施策》
❖地域文化等の保全等　❖文化活動を行う機会の充実　

❖高齢者、障害者等の文化活動の充実　

❖子供・若者の文化活動の充実　❖文化活動の担い手の育成

❖国内及び国外の地域との交流　❖良好な景観の形成

❖情報の収集及び発信　❖表彰　❖財政上の措置

《基本理念》
①市民一人一人の自主性及び創造性を尊重する

②市民が等しく文化活動を行うことができるような

　環境の整備を図る

③多様な文化の共生が図られるよう配慮する

《舞鶴市文化振興条例の概要》

※キュレーター

　…展覧会の企画構成運営を総合的に行う学芸員
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